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第１章 基本的な考え方

１ 業務継続計画（BCP：Business Continuity Plan）
業務継続計画とは、自治体として優先的に実施すべき業務（以下「非常

時優先業務」という。）をあらかじめ特定しておき、災害時の人（職員）、

物（庁舎・資機材等）、情報及びライフライン等資源に制約がある状況にお

いて、非常時優先業務の継続に必要な資源の確保や指揮命令系統の明確化

等必要な措置を講じることにより、適切に業務を継続するとともに早期に

復旧することを目的とした計画です。

※非常時優先業務のイメージ



2

２ 業務継続計画策定の効果

行政が被災するような災害時にも適切かつ迅速に非常時優先業務を遂行

でき、災害発生時には、業務量が急激に増加し極めて膨大なものとなるが、

業務継続計画により、非常時優先業務の執行体制が明確となり、非常時優

先業務の執行に必要な資源の確保等が図れることで、災害発生直後の混乱

で行政が機能不全になることを避け、早期により多くの業務を実施できる。

※発災後に町が実施する業務の推移

３ 業務継続計画の基本方針

① 災害発生時には、町民の生命、身体及び財産の保護のため、非常時

優先業務の遂行に全力を挙げること。

② 非常時優先業務の遂行に向け、必要な資源の確保と適切な配分を行

うこと。

③ 大規模災害の発生に備え、平常時であっても全庁的取り組みとして

業務継続力の向上に努めること。

【応急業務】
発災後は、町が実施する
業務は、新たに応急業務
が発生することにより急
激に増加

【非常時優先業務】
非常時優先業務に該当す
る通常業務は、震災後も
継続

【非常時優先業務以外の通常業務】
発災直後は停止するものの、徐々に再開
することが必要

応急業務

非常時優先業務に
該当する通常業務

非常時優先業務
以外の通常業務

発生

業

務

レ

ベ

ル

約2週間 約1ケ月 時間軸

業務レベル100%超過分は

受援などにより対応
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第２章 被害想定

１ 地震被害想定

千葉県では、平成１９年（東京湾北部地震・千葉県東方沖地震・三浦半

島断層群による地震）と平成２７年（千葉県北西部直下地震・大正型関東

地震）に５つの被害想定調査を実施している。平成１９年調査結果の中で

町の被害が最も大きくなるのは、東京湾北部地震となっている。なお、平

成２７年調査結果は千葉県北西部直下地震についてのみ公表されている。

※地震被害想定結果の概要（横芝光町）

想定地震名
千葉県北西部直下

地震（２７調査）

東京湾北部地震

（１９調査）

想定条件（冬） １８時・風速８ｍ １８時・風速９ｍ

夜間人口（人） ２４，７００ ２５，９８１

昼間人口１２時（人） ２１，４００ ２３，０５０

面積（㎢） ７６ ６７

震度別面積率（％）

５弱以下 ０．０ １１．０

５強 ７９．８ ８９．０

６弱 ２０．２ ０．０

６強 ０．０ ０．０

建物棟数（棟）

計 １６，８００ １８，８６１

木造 １４，５００ １３，９３６

非木造 ２，３００ ４，９２５

原因別建物全壊・焼失

棟数（棟）

計 ３０ １９

揺れ ２０ １

液状化 １０ １２

急傾斜地 ― ７

火災 ― ※

揺れ・液状化建物全壊

棟数（棟）

木造 ２０ ６

非木造 ― ７

人的被害

死者（人）

計 ― １

建物倒壊等 ― ０

（うち屋内

収容物移動

等）

― ０
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・ 千葉県地震被害想定調査結果より記載。

・ 東京湾北部地震の数値については、四捨五入の関係で合わない場合があ

急傾斜地崩壊等 ― ０

火災 ０ ０

ブロック塀・屋外落

下物等

― ０

人的被害

重傷者（人）

計 ― ４

建物倒壊等 ― ０

（うち屋内

収容物移動

等）

０ ０

急傾斜地崩壊等 ― ３

火災 ― ０

ブロック塀・屋外落

下物等

― １

人的被害

軽傷者（人）

計 ４０ １４

建物倒壊等 ４０ １１

（うち屋内

収容物移動

等）

１０ ２

急傾斜地崩壊等 ― ３

火災 ― ０

ブロック塀・屋外落

下物等

― ０

避難者（１日後）（人）
避難所 ５０ ９０９

避難所外 ３０ ※

避難者（２週間後）（人）
避難所 ３６０ ※

避難所外 ５４０ ※

帰宅困難者（１２時）（人） ※ ３，６１２

エレベータ閉じ込め
台数（台） ０ １０

人数（人） １０ ※

避難行動要支援者死者数（人） ※ ０

自力脱出困難者（人） ※ ０

震災廃棄物（万ｔ） ― ０
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る。

・ 千葉県北西部直下地震の数値については、上位２ケタで切り上げて表示。

ただし、６～９９は上位１ケタ（１０の位）のみ表記。５以下は「―」

と表記。合計は丸め誤差の関係で合わない場合がある。

・ ※表示は、調査数値なし。

２ 庁舎の被害想定（東庁舎・西庁舎とも使用可能）

３ 揺れやすさ、液状化しやすさ

地震による地表での揺れの強さは、主に、「地震の規模（マグニチュード）」、

「震源からの距離」、「表層地盤」の３つによって異なる。一般には、マグ

ニチュードが大きいほど、また、震源から近いほど地震による揺れは大き

くなる。しかし、マグニチュードや震源からの距離が同じであっても、表

層地盤の違いによって揺れの強さは大きく異なり、表層地盤がやわらかな

場所では、かたい場所に比べて揺れは大きくなる。千葉県作成の町内にお

ける揺れやすい場所は、ＪＲ線路の南側の地域に集中している。また、地

震の揺れの時間で直下地震（揺れの継続時間１０～２０秒程度）と巨大地

震（揺れの継続時間２～３分程度）における、地震ごとの液状化しやすい

場所は、栗山川及び高谷川沿いの地域が認められる。（横芝光町地域防災計

画より）

４ 津波被害想定

津波浸水予測（大津波警報１０ｍ（施設なし））における、横芝光町の主

な被害想定の結果を示す。

※ 人的被害想定結果（横芝光町）

設 備 使用の可・不可 状 況

上水道 不可 高架水槽内にある分だけ使用可能

トイレ 不可 高架水槽内にある分だけ使用可能

電 気 不可
コンセント、照明については一部発電機より

使用可能

電 話 可 無停電発電機により使用可能

ガ ス 可 プロパンガス

被害区分
人的被害想定結果

人数 被害率

死者数 １１６ ０．５％
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・横芝光町地域防災計画より

※ 建物被害想定結果

・横芝光町地域防災計画より

第３章 計画の発動と解除

１ 自動発動

地域防災計画に基づき、災害対策本部が設置され第５配備体制（※）と

なったとき自動的に業務継続計画が発動する。

※ 第５配備体制：町域に気象庁発表による震度６強以上の地震が発生

したとき配備職員は全員となる。

２ 町長決定による発動

災害が発生し、多数の被害が発生したと予想され、町民の生命、財産を

守るため必要と町長が決定した場合は、業務継続計画が発動する。

３ 解除

災害対策本部が廃止されたときに自動的に解除となり、通常業務へ移行

する。また、町長は、災害の危険がなくなったとき、又は非常時優先業務

の進捗状況等に基づき解除する。

※ 町長不在時の発動権限者

第１順位：副町長

第２順位：教育長

第３順位：総務課長

・ 第４順位以降は、横芝光町長の職務を代理する職員の順序を定め

る規則（平成３１年横芝光町規則第４号）に基づき決定する。

重傷者数 ６２ ０．２％

中等傷者数 １５１ ０．６％

負傷者数 ２１３ ０．８％

被害区分
建物被害想定結果

棟数 被害率

全壊 １，０２１ ６．７％

半壊 ７８５ ５．２％

床上浸水 ６９９ ４．６％

床下浸水 ４３４ ２．９％

合計 ２，９３９ １９．３％
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第４章 業務資源の確保

１ 人的資源

① 職員の参集体制

職員は、横芝光町地域防災計画に定める参集基準に基づき、発災後、

被害状況を確認しながら、安全かつ迅速な方法により登庁しなければなら

ない。また、参集途中において救助等を要する事故等に遭遇した場合は、

人命の救助を第一として、付近の住民に協力するとともに、消防署等へ通

報し、救助を求める。

全職員の参集基準時における業務対応人数を次のように想定する。

※ 東陽病院医療従事者は除く。

※ 想定参集率の設定条件は、１２時間以内は４０％減とする。（本人の死

傷及び家族等の死傷、救出及び救助活動等に従事、その他）また、７２時

間超は１０％減とする。

※ 単位表記のないものは人数

② 職員の安否確認方法等（横芝光町職員初動マニュアルより）

道路の寸断、本人の負傷、負傷した家族等の保護等により参集が不可

能となった場合は、その旨を所属長に連絡し、自宅待機とする。

③ 参集する際の携行品（横芝光町職員初動マニュアルより）

参集する際は、防災服、作業服等応急活動に適した活動しやすく安全

な服装、ヘルメットを着用し、身分証明書を携帯する。また、できるか

町職員 ２２４人（令和７年１月現在）の時間別業務対応人数

参集時間

（ ）内は参集可能 km

１時

間以内

(３km
以内)

３時

間以内

(９km
以内)

６時

間以内

(18km
以内)

12 時

間以内

(20km
以内)

72 時

間以降

(20km
超)

対象居住者数 ６１ ７９ ５４ １

１

１９

累計参集者数

（ ）内は全体の参集率

６１

(27%)
１４０

(62%)
１９４

(86%)
２０５

(91%)
２２４

(100%)
想定参集率 ６０% ９０%
想定時間別参集者数 A ３６ ４７ ３２ ６ ８０

想定累計参集者数 B ３６ ８３ １１５ １２１ ２０１

Bのうち管理職の想定累計参
集者数

（ ）内は管理職の参集率

１１

(20%)

２２

(40%)

２７

(50%)

３０

(55%)

５４

(100%)
業務対応人数 ３６ ８３ １１５ １２１ ２０１
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ぎり食料・飲料水、ラジオ、懐中電灯等、以下の携行品を備えて

おく。

□携帯ラジオ、携帯テレビ、ビデオカメラ等（可能であれば）

□携帯電話、携帯電話充電器

□懐中電灯、電池

□現金、１０円玉、１００円玉（公衆電話用）

□着替え（大規模の場合は数日間～１週間程度）、雨具、軍手、防寒着

□食料（保存食・塩等）、飲料水（最低３日分）、応急医薬品（特に常用

している場合）

□職員証、運転免許証

２ 物的資源

① 庁舎（東庁舎、西庁舎、北側車庫棟）

資 源 現 状（令和７年１月現在） 事前対策及び災害対策等

庁舎（躯体）
○耐震補強対応済

常設自家発電機

○住民情報系システム及び内

部情報系システム用として

設置（第１・第２会議室用コ

ンセント含む）

・燃料備蓄量６０リットル

（３時間使用可能）

○非常時災害用として設置（防

災行政無線及びＪアラート

システム用）

・燃料備蓄量１９０リット

ル

〇県防災情報システム用とし

て設置

・燃料備蓄量１９８リット

ル

（７２時間使用可能）

○燃料の確保

・情報系システム用と

して軽油６０リット

ル保有

・災害時における石油

類燃料の供給に関す

る協定書を有限会社

石川石油と有限会社

小倉商店と締結

非常用電源

○災害対策用電源

・発電機へ接続

（庁舎１階西側廊下、１階・

２階トイレ、第１会議室）

（北側車庫棟）

○発電機、燃料の確保
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ポータブル発電機
○２６台（非常時災害用） ○燃料の確保

非常灯、誘導灯

〇停電時はバッテリーで、非常

灯は３０分程度可動、誘導灯

は２０分程度可動

〇定期的な点検

・災害時は防災倉庫か

ら照明を運搬し使用

受水槽

○受水槽 ５．０㎥（満水時）

○高架水槽３．０㎥（満水時）

○高架水槽０．７㎥（満水時）

○高架水槽から直接流入

のみ使用可

トイレ

○４箇所

・小便器は電子センサーに

よる洗浄だが、マニュアル

操作で洗浄も可能

○高架水槽分だけ使用可

庁用車等

○各課管理

・ ５台（環境防災課）

・ ２台（総務課）

・１０台（財政課）

・ １台（議会事務局）

・ ４台（福祉課）

・ ２台（税務課）

・ ３台（産業課）

・ ４台（都市建設課）

・ ５台（健康こども課）

・ ３台（教育課）

・ １台（教育課給食センター）

・ ５台（社会文化課）

・ １台（社会文化課図書館）

・ ７台（東陽病院）

・ ２台（食肉センタ―）

・町バス２台（財政課）

・自動運転バス１台（企画空

港課）

・スクールバス４台（教育課）

・送迎バス２台（横芝保育所）

〇自転車、バイク

○平時から燃料を半分以

下にならないように、

こまめに給油

〇必要台数も含め購入検

討
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② 通信

③ 電算システム等

④ 情報

資 源 現 状（令和７年１月現在） 事前対策及び災害対策等

電話 ○災害時優先電話２０回線

ＦＡＸ
○総務課

○住民課

○総務課ＦＡＸについて

は電源の確保により使

用可能

資 源 現 状（令和７年１月現在） 事前対策及び災害対策等

電算サーバー

○住民情報系システム

・クラウド化しており、デー

タについてはデータセンタ

ーにある

○内部情報系システム

・一部クラウド化しており、

データについては、庁内サー

バーで保管

〇内部情報系データにつ

いては、システム管理

部門の設定により電子

記録媒体等で持ち出し

は可能

パソコン
○災害時の使用方法などは取

り決めをしていない

○災害時の使用方法の取

り決めを行う

インターネット回

線

○庁舎及び出先施設は専用回

線により接続済み（住民情報

系システム及び内部情報系

システム）

○災害時でも電話交換基

地局（ＮＴＴ）が停電

しなければ回線は使用

可能

電算消耗品 ○プリント用紙等 ○常時在庫を確保

資 源 現 状（令和７年１月現在） 事前対策及び災害対策等

防災行政無線

〇固定系防災無線 ４４か所

〇戸別受信機

○移動系２６回線

〇情報提供

ホームページ ○情報発信可能 ○情報提供

メール配信 〇エリアメール 〇情報提供

情報発信ツール
〇まちナビ２

〇各種ＳＮＳ

〇情報提供

広報車等（拡声器

付車両）

○５台（うち２台消防関係車

両）

○情報提供等（消防関係

車両は主に災害対応）
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⑤ その他

マスコミへの対応 〇情報提供

資 源 現 状（令和７年１月現在） 事前対策及び災害対策等

関係機関との対応 ○地域防災計画により対応 〇緊急連絡リスト作成

災害対策本部運営

に係る資源

○庁舎２階第１・第２会議室

（第１順位）

〇町民会館大ホール

（第２順位）

○各種資源の整備、確保

代替庁舎

○町民会館（第１順位）

○文化会館、健康づくりセンタ

ー「プラム」（第２順位）

○各種資源の整備、確保

職員の健康管理等

○飲食等備蓄なし ○飲食はできるかぎり個

人で用意

○必要物資の確保

○メンタル管理

本町退職者、他自

治体支援等の受入

○災害協定等の締結 ○受入体制の構築
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第５章 非常時優先業務

各部（各部署）の主な役割と実施すべき非常時優先業務は以下のとおりと

する。

環境防災部（環境防災課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

動員配備に関する指示

職員の参集状況の把握

地震関連情報、津波関連情報
の収集

避難勧告等の発令、避難誘導
の指示

広域避難の実施

帰宅困難者対応

被害状況等の収集、集約

県等への報告、情報提供

関係機関への応援要請

応援機関等の受入れ調整

応急給水の実施

災害救助法に関する手続き

遺体埋葬に関する調整

がれき、し尿の処理に関する
連絡調整

専門ボランティアの派遣要請

応急仮設住宅の需要把握

遺棄動物の救助、保護

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

狂犬病の予防に関すること
（ペット対策）

防犯灯（補修）

火災対応

防災行政無線戸別受信機（新
設・補修）

ゴミ袋の販売

し尿処理受付

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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総務部（総務課・議会事務局）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

避難勧告等の発令の広報

本部長、副本部長の活動支援

被害状況の収集、集約、記録

災害対策等に関する広報

報道機関への対応

議会との連絡調整

職員の活動環境確保

他自治体からの応援の受入れ

生活再建のための相談窓口設
置

被災後の生活に関する広報

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

公印の管理

職員の安否確認及び被災状況
等の把握

郵便文書管理

町長、副町長の秘書業務（本
部長、副本部長の活動支援）

ホームページの運用及び管理

災害時に実施する通常業務

災害応急対策業務
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企画空港部（企画空港課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

公共交通機関の運行状況の確
認、帰宅困難者対応

共同利用施設(集落集会施設)
の被害状況の収集、集約

共同利用施設(集落集会施設)
の応急復旧の調整

緊急通行車両の申請手続き

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

住民情報系システムの運用及
び管理

内部情報系システムの運用及
び管理

ネットワークシステムの運用
及び管理

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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財政部（財政課・出納室）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

庁舎の被害状況の把握

車両の管理運用

庁用電話等の点検運用

町有財産の被害状況の収集、
集約

町有財産の応急復旧の調整

災害資金の出納

特別財政援助額の交付手続き

義援金の受付、管理

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

車両の運行調整(燃料の調達
は産業部と連携)

災害時に実施する通常業務

災害応急対策業務
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税務部（税務課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

避難所の開設

避難所の管理、運営

避難者への物資等の配布

福祉避難所への避難行動要支
援者の移送支援

被災者台帳の作成

被害認定調査の実施

り災証明書の交付

町税の減免措置

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

システムの状況確認、復旧

各種証明書等の発行業務

個人情報データの管理

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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住民部（住民課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

避難所の開設支援

避難所の運営補助

炊き出しの実施補助

福祉避難所への避難行動要支
援者の移送支援

視察者への対応

被災者相談所の設置

災害派遣等従事車両証明書の
交付

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

システムの状況確認、復旧

各種証明書等の発行業務

個人情報データの管理

戸籍の届出（火葬許可等含
む）

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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産業部（産業課・農業委員会）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

被害状況等の収集、集約

帰宅困難者対応

仮設トイレの設置

避難者への食料、生活必需品
の支援要請

燃料の調達（財政部との連
携）

農業委員会との連絡調整

被災事業者への融資

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

農地等の災害復旧に関する業
務

農作物、農業施設等の被災証
明書の交付

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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都市建設部（都市建設課・未来づくり課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

道路被害の収集、集約

道路啓開

道路の復旧対応

河川構造物被害の収集、集約

河川構造物被害への対応

建物被害の概況把握

建物被害状況の収集、集約

応急仮設住宅の供給

住宅関連障害物の除去

住宅の応急修理

建設業者との連絡調整

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

建築基準法の施行に関連する
こと

町道の占用及び境界台帳の管
理に関連すること

道路及び橋梁台帳システムの
管理に関連すること

法定外公共物管理に関連する
こと

駅前広場に関連すること

町営住宅に関連すること

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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福祉部（福祉課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

福祉関係機関への連絡、被害
状況の収集、集約

避難行動要支援者への避難誘
導等

福祉避難所の設置、運営

高齢者世帯等の被災状況の収
集、集約

福祉避難所への避難行動要支
援者の移送

保健活動

災害救助法の手続き対応

見舞金に関する事務

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

民生委員児童委員との連絡調
整

社会福祉協議会との連絡調整

地域包括支援センターとの連
絡調整

相談・援護に関する事務（生
活保護者、身体障害者等）

山武圏域障害分野の福祉避難
所への要支援障害者受入協議

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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健康こども部（健康こども課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

健康づくりセンターの被害状
況の把握

健康づくりセンターの応急復
旧に向けた調整

救護所の設置、救護班の出動
要請

保育園の被害状況の収集、集
約

被災保育園への応急対応

応急保育の準備

保育園の復旧対応

医薬品、医療資機材の確保

保健活動

遺体の処理及び安置

防疫組織の設置

消毒活動

健康相談

避難所における感染症予防

避難所における栄養指導

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

児童クラブの被害状況の収
集、集約

児童クラブの応急復旧に向け
た調整

児童クラブの応急復旧の実施

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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食肉センター部（食肉センター）

東陽病院部（東陽病院）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

食肉センターの被害状況の収
集、集約

食肉センターの応急復旧に向
けた調整

食肉センターの応急復旧の実
施

各部の応援

災害応急対策業務

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

病院利用者等の安全確保

病院利用者等の避難誘導

医療、救援活動

医薬品、医療資機材等の確保

検案等遺体への対応

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

病院の運営

病院の被害状況の把握

病院の応急復旧に向けた調整

病院の応急復旧の実施

災害時に実施する通常業務

災害応急対策業務
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教育部（教育課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

学校施設の被害状況の収集、
集約

学校避難所の開設

学校避難所の運営、補助

危険防止措置

帰宅困難者への対応

避難者への物資等の配布

教員の動員

福祉避難所への避難行動要支
援者の移送支援

給食センター等の被害調査

炊き出しの実施

応急教育の準備

学校給食の実施

授業料等の減免、育英補助

学校施設の応急復旧の調整

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

児童生徒の転出入に係る業務

保護者、児童生徒の相談に係
る業務

災害応急対策業務

災害時に実施する通常業務
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社会文化部（社会文化課）

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

所管施設利用者の安全確保

所管施設の被害把握

避難所の開設

避難所の運営補助

文化財の被害への対応

所管施設等の応急復旧

福祉避難所への避難行動要支
援者の移送支援

　３時間以内 １２時間以内 ２４時間以内 ４８時間以内 ７２時間以内 ７２時間以降

（１日） （２日） （３日）

施設予約受付及び使用等に関
する対応

災害時に実施する通常業務

災害応急対策業務



25

第６章 計画の推進

１ 業務継続マネージメント（BCM：BusinessContinuityManagement）
の必要性

業務継続計画は策定することが目的ではなく、計画に定められた対策の実

践を継続して行うことを目的とする。

また、業務継続計画に基づいて非常時優先業務を効果的に遂行するために

は、計画の管理・運用する業務継続マネージメント（BCM）を推進してい
く必要がある。

災害発生時の混乱を抑え、円滑に非常時優先業務を実施するためには、職

員全体による組織的な役割、全職員が業務継続の重要性や自らの役割等を理

解しておくことが重要である。

２ 点検・是正

本計画は、現時点における資源の確保状況や対応能力を項目立てて確認し

明記したものであり、業務継続力を絶えず向上させていくため常に点検など

により是正が必要である。

例えば、訓練等を通じて把握した問題点を検証し、具体的な対策等を見出

したうえで、適切に計画へ反映（見直し）させていく、PDCAサイクルの手
法により、計画のレベルアップを図りより実効性のあるものに改善していく

ことが重要である。

ＰＬＡＮ

計画の策定

ＣＨＥＣＫ

点検・検証

ＡＣＴＩＯＮ

計画の見直し

ＤＯ

教育・訓練の実施


